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資料１ 

令和２年度からのまちづくりにおける推進体制及び所掌事項の変更（案）について

１．現在のまちづくりの推進体制について 

 （１）各組織の役割 

   ① 山形市中心市街地活性化戦略本部 

     まちづくりの方針や戦略プロジェクトの決定機関

     ＜所掌事項＞ ア 課題の抽出と明確化

            イ 目標の設定

            ウ まちづくり方針や具体的対策（戦略プロジェクト）の決定

   ② 山形市中心市街地活性化プロジェクト本部 

     まちづくりの方針や戦略プロジェクトの検討機関

     ＜所掌事項＞ ア 戦略プロジェクトの実施方策と手段（体制）の検討

            イ 調査結果の整理

            ウ 戦略本部への課題解決に向けたテーマの提案

   ③ 山形エリアマネジメント協議会 

     戦略本部の決定事項を受けた戦略プロジェクトの推進機関

     ＜所掌事項＞ ア 戦略本部の決定事項を受けた戦略プロジェクトの実施

            イ 中心市街地の課題・現況把握のための調査
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２．令和２年度からの体制再編について 

  まちづくりの方針や戦略プロジェクトの検討及び実施の際に、民間の意見やサポートを

 より受けやすくするため、体制の再編を行う。

 （１）再編の方向性 

    山形市中心市街地活性化プロジェクト本部の機能を山形エリアマネジメント協議会に

   統合する。

 （２）実施体制及び所掌事項 

    山形エリアマネジメント協議会をまちづくりの方針やグランドデザインを具現化する

   ための戦略プロジェクトを検討及び推進する機関とする。

   ① 実施体制 

    ア 会長は構成員の中から総会において選出。副会長は会長の指名

    イ １１の組織で構成

    ウ 事務局は山形市、山形商工会議所、協議会職員により構成

   ② 所掌事項 

    ア 戦略本部の決定事項を受けた戦略プロジェクトの実施

    イ まちづくり方針や戦略プロジェクトの検討

    ウ 中心市街地の課題・現況把握のための調査

 ＜構成員＞                  ＜事務局＞

 ＜オブザーバー＞
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 ＜再編後の推進体制＞
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【参考】現在の体制について 

 （1）山形市中心市街地活性化プロジェクト本部

 （2）山形エリアマネジメント協議会
  ＜構成員＞                  ＜事務局＞


